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消費税の円滑かつ適正な転嫁の徹底について 

 

このことについて、平成27年4月3日付け通知をもって、農林水産省消費・安

全局動物衛生課家畜防疫対策室長から、別添のとおり通知がありました。貴会

関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、平成 27 年 2月 13日付けで公正取引委員会から公表され

た「平成 27 年 1 月までの消費税転嫁対策の取組について」において、動物へ

の予防接種業務を委託している事業者に対して、平成 26 年 4 月 1 日から消費

税率が 8％に引き上げられたにもかかわらず、引き上げ分を上乗せすることな

く、消費税込の委託代金を据え置いた、畜産サービス業の「買いたたき」（消費

税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等

に関する特別措置法（平成 25 年法律第41号）第 3条第 1号後段）の指導事例

が掲載されていることを受け、当該委託業務を含む全ての取引において、買い

たたきを含む消費税の転嫁拒否等の行為を行うことのないよう、本会会員へ周

知徹底を依頼されたものです。 
なお、本件の事業者向けパンフレットについては、下記のホームページから参照願

います。 
 

記 
 



   

事業者向けパンフレット 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために 

（内閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省）」 

                

（http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/1504pamphlet.pdf） 

 

 
本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 




















